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令和２年 第３回臨時会 

岩見沢市教育委員会会議録 

（令和２年３月５日） 

 

○本委員会に付議した議件 

 １ 報 告 第 ５ 号 新型コロナウイルス感染症対応状況について 

 ２ 議案第１１号 岩見沢市立学校長人事について 

 ３ 議案第１２号 岩見沢市立学校教頭人事について 

 ４ 議案第１３号 岩見沢市立学校一般教職員人事について 

そ の 他 

 

○本委員会に出席した者 

教 育 長 三  角  光  二 

 委 員 武  藏  輝  彦 

 委 員 秋  山  信  也 

 委 員 杉  野  幹  夫 

 委 員 菊  池  亜  希 

 

 教 育 部 長 井  筒     亨 

 社会教育・子育て支援担当次長  所     美 穂 子 

 学 校 教 育 課 長 戸  沼  貴  志 

 緑陵高等学校事務長 杉  田     操 

 事務局学校教育課総務係長 石  川  貴  規 

 事務局学校教育課総務係 岩  端  浩  太 
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午後３時３０分 開会 

○三角教育長 ただ今から、令和２年第３回教育委員会臨時会を開催いたします。 

本日の署名委員につきましては、武藏委員さんにお願いをいたします。 

初めに、日程番号１ 報告第５号 新型コロナウイルス感染症対応状況について、説明

をお願いします。 

○戸沼学校教育課長 それでは、報告第５号 新型コロナウイルス感染症対応状況につい

て、ご報告をいたします。 

 この件については、これまでも教育委員の皆さまへご連絡をしておりますが、改めてご

報告いたします。 

 まず、小中学校に対する対応について、２月２１日、各学校に対して「新型コロナウイ

ルス感染予防対策の指導徹底と対策について」「学校における新型コロナウイルスに関連

した感染症対策について」「新型コロナウイルスの感染及び感染が疑われる者が発生した

場合の連絡体制について」を通知するとともに、同日、保護者に対して保健所等の相談窓

口を一斉同報メールで周知いたしました。 

 ２月２６日、小中学校の臨時休校を決定し、休校期間を２月２７日から３月４日として

おります。 

 ３月２日、小中学校の臨時休校期間の延長を決定し、延長期間を３月１５日までとして

いるところです。 

 児童館・放課後児童クラブの対応について、２月２６日、小中学校の臨時休校に併せて

２月２７日から３月４日まで閉鎖としました。 

 ３月５日からは学校の休校延長を受け、子どもの預け先の確保という観点から、放課後

児童クラブの再開を決定し、対象者は登録済みの小学１年生から小学３年生までとしてお

ります。 

 緑陵高校の対応について、２月２８日、卒業式の日程変更。更には入学者選抜の実施内

容等の変更を行い、３月２日に臨時休校を決定し、休校期間は３月２日から３月１５日と

しております。 

 その他の対応として、図書館の利用制限、行事の自粛、延期、中止の要請、「いわなび

school」を３月１５日まで利用中止、総合体育館等の社会教育施設の高校生以下の利用を

中止、以下、資料に記載のとおりの対応をしているところです。報告は以上です。 

○三角教育長 ただ今、報告第５号についての説明がございました。 

 委員の皆様から、ご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

 これまでの一連の取り組みということでよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

 ご意見、ご質問等がなければ、本報告については終了いたします。 

 続きまして、議案に対する提案理由について、説明を求めます。 

○井筒教育部長 議案第１１号 岩見沢市立学校長人事について、議案第１２号 岩見沢
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市立学校教頭人事について、議案第１３号 岩見沢市立学校一般教職員人事について、議

案第１１号は岩見沢市立学校長の、議案第１２号は岩見沢市立学校教頭の、議案第１３号

は岩見沢市立学校一般教職員の、いずれも４月１日付人事について、北海道教育委員会に

内申することについて同意を求めようとするものであります。 

 尚、いずれの議案も人事案件につき秘密会にて審議をお願い申し上げます。 

 以上であります。 

○三角教育長 ただ今事務局より、日程番号２ 議案第１１号、日程番号３ 議案第１２

号及び日程番号４ 議案第１３号につきましては、人事案件のため秘密会という形で会議

を進行してほしい旨申出がありました。そのように進めてもよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○三角教育長 それでは、議案第１１号、１２号、１３号につきましては秘密会で取り扱

うこととし、後ほど説明をしていただくこととします。 

 続きまして、その他に移ります。委員の皆様から何かございませんか。 

（「ありません」という声あり） 

○三角教育長 特になければ、事務局から何かありませんか。 

（「ありません」という声あり） 

 特になければ、その他を終了いたします。 

 

（以下、秘密会） 

午後４時００分 閉会 

 

 

岩見沢市教育委員会会議規則第１５条の規定により、ここに署名する。 
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